
専門家による

のご案内

介護事業所等の事業主、介護業務に従事されている皆様へ

～介護事業所の安定的な運営には働きやすい職場づくりが重要です～

無料相談

・人事制度等に関する相談
・昇給、昇格、資格手当等に関する相談
・就業規則等の諸規定の見直し
・職種・職位別の研修体系の整備
・福利厚生や職場環境の改善
・外国人雇用の環境整備
・管理者が心掛けるハラスメント対策

雇用管理改善（労務・経営管理）

・各種助成金の活用・申請方法の相談
・生産性向上のための助成金活用
・能力開発に係る助成金制度活用等の相談

助成金活用のアドバイス

・資格及び研修の研修計画に関する相談
・階層別の役割やステップ研修の相談
（新人、ﾘｰﾀﾞｰ、管理職など階層別研修）

・キャリアプランの作成、見直し
・キャリア・コンサルティング技法を導入

職員の人材育成（能力開発）

・感染予防に関する専門的事項
・腰痛予防に関する専門的事項
・心の健康づくり（セルフケア）
・職場復帰プログラムの作成
・病気で休みが多い職員への対応方法

職員のメンタル/健康確保に関する相談

当センターが委嘱する介護分野の雇用管理や人材育成に詳しい専門家である
雇用管理コンサルタント、介護人材育成コンサルタント、ヘルスカウンセラーが介護
従事者（従業員）の雇用管理改善・人材育成（能力開発）・健康確保等
各種相談を無料で実施いたします

上記は相談内容例です。詳細等は、下記へお問い合わせ願います。

※専門家は、介護業界に精通した社会保険労務士、ITコンサルタント、キャリアコンサルタント、人事・教育担当経
験者、産業カウンセラー等となります。

※当事業は、厚生労働省の交付金での実施となります。
・お申し込みは先着順となり、予算上限に達した場合、ご希望に添えない場合がございます。
・無料相談に付いては、翌事業年度以降に「離職率調査」がありますのでご協力をお願いいたします。

公益財団法人 介護労働安定センター 埼玉支部
住所：さいたま市浦和区東高砂町2-5 NBF浦和ビル4階

TEL : 048-813-2551 FAX: 048-813-2552
メール：saitama@kaigo-center.or.jp

お問合せ先

HPへアクセスできます



(公財)介護労働安定センター 埼玉支部宛

FAX またはメールにてお申込みください。

法人名／事業所名 (法人名)
(事業所名)

所在地 〒

申込者名／役職 (氏名) (役職)

電話／FAX (電話) (FAX)

メールアドレス @

（公財）介護労働安定センターは、無料で研修計画・研修実施のご相談に応じます。
希望する研修テーマがお決まりでしたら、相談内容にご記入をお願いします。
下記以外のテーマでも、ご相談承ります（テーマによっては、有料となる場合があり、その際はご相談いたします）。
※１実施に際しては、事前に、事業所の現状や勉強会の趣旨等を確認させていただきます。

また、研修の前に専門家による個別相談の実施をご提案する場合があります。
※２無料研修は、数名～３０名程度でご利用ください（上限は要相談）

ご希望の相談日程・場所・内容

第一希望 月 日( ) 午前 ・ 午後 ～

第二希望 月 日( ) 午前 ・ 午後 ～

場所 ①自社に訪問 ②当センター(浦和駅３分) ③オンライン

公団形式 個別 集団

相談内容
(ご希望内容に〇を記入してください)

１．職場環境づくり相談
( )人事管理制度、 ( )賃金体系、 ( )就業規則、 ( )教育訓練、 ( )福利厚生
( )採用・離職防止、 ( )外国人採用、 ( )助成金 ハラスメント(管理者向け)
( )ICT・介護ロボットの活用・導入、 ( )コンプライアンス

２．職員の健康管理研修
( )感染予防対策、 ( )腰痛予防対策、 ( )メンタルヘルス対策

３．職員の人材育成（能力開発）
( )資格・研修の計画、 ( )階層別研修の相談、 ( )キャリアパスの作成・見直し
( )能力開発に係る助成金

申込日：令和 年 月 日

「無料相談申込書」に記載された内容については、当センターの個人情報管理規程に従い厳重に管理し、
当センター職員による日程調整、内容確認のご案内及び事業活動に関する情報提供のみに使用し、
上記以外の目的で使用いたしません。

相談内容：

FAX 送付先

048-813-2552
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